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平成２８年 ３月２２日

東 北 地 方 整 備 局

青 森 河 川 国 道 事 務 所

津軽道と国道７号交差点（高速道入口）

の車線運用が変わります

浪岡五所川原道路の付加車線整備事業区間のうち、津軽自動

車道と国道７号交差点部（高速道入口）において、津軽自動車

道上り線と国道７号下り線に左折レーンが増えたことにより、

平成２８年３月２３日（６：００）から車線運用が変わります。

これにより、観光シーズンや冬季における渋滞緩和が期待さ

れます。

○浪岡五所川原道路は、津軽自動車道の一部を構成し、青森市浪岡大字

徳才子の国道７号から五所川原北ＩＣまでの延長１５．７ｋｍの自動車専用

道路です。

○平成１９年１２月までに全線を２車線で供用していますが、観光シーズン

や冬季における渋滞の解消を図ること等を目的に、平成２５年度から青森

市側の１．５ｋｍ区間について、車線数を増やす付加車線整備事業を行っ

ています。今回の車線運用の変更は、全区間の内交差点付近のみとなり

ます。

《 記者発表先 ： 青森県政記者会、建設関係専門紙、津軽新報社 》

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所

青森市中央三丁目２０－３８ 電話０１７－７３４－４５２１(代表)

副所長（道路担当） 高橋 秀典 （内線２０５）
た か は し ひ で の り

工務第二課長 角舘 清典 （内線４１１)
か く だ て き よ の り



    津軽道と国道７号交差点 の 車 線 運 用 が 変 わ り ま す。 
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